
平成３０年６月１９日（火曜日）林野庁入札室

前　原　一　彦（公認会計士） 石　井　麦　生（弁護士）

近　田　直　裕（公認会計士、税理士）

平成３０年１月１日～平成３０年３月３１日

　８件 １者応札案件　　２件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

　３件 １者応札案件　　１件

（抽出率　３８％） （抽出率 　５０％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（抽出率 - ％）

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 - 件

　２件 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

　１件 １者応札案件  １ 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：林野庁林政部林政課会計経理第１班

抽出案件

平成３０年度第１回林野庁入札等監視委員会　審議概要

開催日及び場所

委員

審議対象期間

審議対象案件
うち、

うち、

うち、

指
名
競
争

公募型指名競争
うち、

工事希望型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随意契約
うち、

業務

一般競争
うち、

指
名
競
争

公募型競争
うち、

簡易公募型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随
意
契
約

公募型プロポーザル
うち、

簡易公募型プロポーザル
うち、

標準型プロポーザル
うち、

その他の随意契約

物品・
役務等

一般競争
うち、

指名競争
うち、

随意契約（企画競争・公募）
うち、

随意契約（その他）
うち、

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問

・抽出の３件については、契約金額が大きい契約、落札率の高かった契約等を抽出した。

（別紙のとおり）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

うち、

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含
む。）をいう。

回答等

（別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容
該当なし



 

 

 

意見・質問 

 

回  答 

 委員からの意見

・質問、それに対

する回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出契約について 

〔抽出番号１：平成 29 年度空中写真

ネガフィルムのデジタル化業務〕 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本コンサルタンツ（株）（以

下、「ＪＲ」）の入札価格は 420万円

程であり、落札者の（株）エアロ・フ

ォト・センターの入札価格は 230万円

程となっており、ＪＲの半分程の価格

ですが、この価格差の要因については

分析できていますでしょうか。 

 

・この業務は平成 28 年度までは空

中写真保管庫等管理業務の一部で

あり、平成 29 年度に初めて単体で

発注しているため、実績が少なく要

因については不明なのですが、人件

費やスキャナーの費用が影響して

くるものと思われます。 

 

・業務内容はネガフィルムをスキャン

することだと思いますが、スキャナー

は特殊なものでしょうか。 

 

・オフィスにあるような通常のもの

より精度の高いものです。 

 

 

・仕様書にデジタル化する枚数は約

1,500 枚と記載がありますが、スキャ

ニングするだけの作業であれば、契約

額の約200万円もかからないでできる

のではないかと思いますがいかがで

しょうか。 

 

・一般のスキャナーとは違う特殊な

ものを使い、高精度なスキャンを実

施するために時間を要することや

ネガフィルムは１枚ずつカットさ

れており人の手で入れ替える必要

があるため、手間がかかってしまう

など、必然的に人件費部分が増える

傾向にあります。 

 

・応札は３者ですが、スキャナーさえ

あれば応札可能であり、もっと応札が

あってもいいように感じますがいか

がでしょうか。 

 

・機械がかなり特殊なもののようで

業者が限られてしまうのだと思い

ます。 

 

〔抽出番号２：基本図等作成のための

稼働環境の確保業務〕 

 

 

・落札企業には、林野庁を退職し再就

職している方が２名いますが、退職直

前はどのような役職にいた人達でし

ょうか。 

 

・退職時は１名が森林管理局長、も

う１名が森林管理署長です。 

 

・入札執行調書によると応札は２者あ

り、契約内容はソフトが搭載されたハ

 

・この２者からは参考見積りをとっ

ていますが、価格の 9割以上を物品



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ードを納入することなので、差がでな

いと感じますが、入札価格は 645万と

560 万であり 80 万以上の開きがあり

ますが、どのような分析ができますで

しょうか。 

が占め、GIS ソフトは同じ単価でし

たので、ハードのパソコンで差がつ

いたのだと考えています。 

 

 

・応札した２者の全省庁統一参加資格

のランクは何でしょうか。 

 

・アジア航測株式会社は B ランク、

昇寿チャート株式会社は Cランクで

す。 

 

・ソフトウェアとパソコンを別々に発

注することに問題があるのでしょう

か。 

 

・パソコンは職員が通常使用してい

るスペックのものでは GISソフトに

対応できないため、よりスペックの

高いものの調達が新たに必要とな

ったもの。ソフトウェアと一括で発

注することが効率的であり、分割発

注と比べ価格を抑えられると考え

ています。 

 

・既存のソフトと既存のパソコンです

ので、もっと応札があってもいいと思

いますがいかがでしょうか。 

 

 

・ソフトウェアの ArcGIS の代理店

を確認したところ、全国に約 50 社

程度ありましたので、もっと応札が

あってもいいように感じています。 

 

〔抽出番号３：平成２９年度「クリー

ンウッド」利用推進事業のうち木材関

連事業者の登録促進（建築・建設関

連）〕 

 

 

・落札企業には、林野庁を退職し再就

職している方が２名いますが、退職直

前はどのような役職にいた人達でし

ょうか。 

 

・日本住宅・木材技術センター（以

下、「住木センター」）には林野庁

出身が 1名、国土交通省出身が 3 名

おり、林野庁出身者は森林管理局長

を経験しています。 

 

・クリーンウッドの事業を受託できる

業者はここ以外にいないのでしょう

か。 

 

 

・クリーンウッド法自体についての

知識がある者は他にもいますが、こ

の事業は建築・建設に関連するもの

であり、クリーンウッド法と建築・

建設両方の知識を持ち合わせてい

る者が応募してきたと考えていま

す。林野庁の所管する製材や木材の

加工などの木材産業とは異なる分



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野である建築・建設については、国

土交通省の所管でありますし、業界

に関する特徴も踏まえる必要があ

りますので、住木センターが応募し

てきたのだと考えています。 

 

・この法律は途上国での伐採等の合法

性を確認し、違法に伐採されたものは

使わないためのものと考えていいで

しょうか。 

 

 

・内外無差別の制度ではあります

が、輸入材については、まず、商社

が合法性の確認をして、輸入する必

要があります。これは、本事業とは

別に、木材産業分野の登録・促進の

ための予算を当初予算で組んでい

ます。ハウスメーカー等の最終需要

者の方達にもクリーンウッドに意

識を持っていただき、登録をしてい

ただければ、輸入業者のインセンテ

ィブにも繋がり、登録が促進されて

いくと考えています。 

 

・直接人件費の内訳として技術者給が

ありますが、技術者の業務内容は何で

しょうか。 

 

・意向調査、報告書作成、協議会の

開催、運営委員会の実施等にかかる

人件費になります。 

 

その他 

・委員会としての意見はなし。 
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